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第１回労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会 

議事次第 

 

 

                    日 時：平成 25 年８月１日（木）13:56～15:37 

                    場 所：厚生労働省中央合同庁舎５号館 

                18 階 専用第 22 会議室 
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２．議 事 

 １ 労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等について 
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○高橋副主任中央産業安全専門官 定刻より早いですけれども、委員の先生方、全員おそ

ろいでございますので、第１回の「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度

のあり方等に関する検討会」を開催させていただきます。 

 座長選出までの間は事務局が進行いたします。 

 まず、半田安全衛生部長より御挨拶申し上げます。 

○半田安全衛生部長 安全衛生部長の半田でございます。 

 本日は、お忙しい中集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 ここにお集まりの先生方の中には、多くの先生方は前職の安全課長時代からお世話にな

っている方々がたくさんおられまして、その時代から引き続きということでございますが、

その当時からも申し上げてございますけれども、労働災害が随分減ってきたと申しまして

も、まだ12万人近い方々が被災されておられて、1,000人ちょっとの方が亡くなられておら

れるという現状でございます。 

 こういった中で、機械による災害というのはまだまだ４分の１を占めている。その機械

の災害というと古典的なものと思われて、ややもすると過去の話のように受け取られる方

もいらっしゃらないわけではないですが、やはり12万弱という方々の災害を防ごうとした

ら、機械の問題は避けては通れないということでございます。そういったことはこれまで

もたびたび申し上げているところでございますが、今回は機械の災害を防止するための方

策といたしまして、公表制度、回収制度、こういったものをうまく構築していけないだろ

うかということで検討を始めさせていただくところでございます。 

 御案内と存じますが、既にある程度の回収制度は現行の安全衛生法令の中でも整えられ

ているわけでございますが、これをさらに活用して、あるいはよりよいものに整備してい

くにはどうしたらいいかというのが検討会の最初の課題でございます。そういったことの

御検討をお願いしたいと思いますが、あわせまして、機械災害防止のための戦略というと

大仰でございますけれども、中長期的にどういうことに取り組んでいくべきなのか。大き

な戦略というものはまたここの数回の議論でまとまるものではないと思いますが、先生方

におかれては、それぞれのお立場で機械の災害防止にかかわっておられる方ばかりでござ

いますから、いろいろなお考えもあると思います。そういった中で、こういった方向に進

んでいくべきではないだろうか、こういったことに留意していくべきではないだろうか、

そういった御提言もあわせて頂戴できれば大変ありがたく存じます。 

 こういうことで、これから数回にわたって御検討をお願いするわけでございますが、ど

うぞ機械災害防止のためにお知恵をお貸しいただければと存じます。よろしくお願いいた

します。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、委員の紹介に移らせていただきます。な

お、本日は、ものづくり産業労働組合JAMの三瀬委員の代理といたしまして、同労働組合企

画・渉外室長の五味様に御出席をいただいております。 

 それでは、野呂委員から簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。 
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 キューピー株式会社の野呂委員でございます。 

○野呂委員 キューピーから来ました野呂と申します。 

 入社31年目になりまして、３年前から安全担当ということでやらせていただいておりま

す。弊社の国内85事業所、海外９事業所の安全監査を仰せつかりまして、もう２回、今３

回目の巡回に入っております。 

 皆さんに御迷惑をかけると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 ものづくり労働産業組合JAMの五味様です。 

○五味代理 産業別労働組合のJAMということで、中小の労働組合、特に機械金属産業の労

働組合を束ねております。きょうは三瀬の代理ということで、私、五味が参りました。よ

ろしくお願いいたします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、労働安全衛生総合研究所の梅崎委員でご

ざいます。 

○梅崎委員 梅崎でございます。 

 機械安全全般を研究所で担当させていただいています。どうぞよろしくお願いします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 東京大学大学院の土橋委員でございます。 

○土橋委員 東京大学の土橋でございます。よろしくお願いいたします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 長岡技術科学大学の福田委員でございます。 

○福田委員 長岡技術科学大学の福田でございます。 

 大学なので、余り詳しいこと、細かいことはわかりませんが、大まかなところではこう

いう方向だということでいろいろ発言させていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 日本機械工業連合会の石坂委員でございます。 

○石坂委員 日機連の常務理事の石坂でございます。 

 日機連は機械安全の上位規格の国内審議団体になっておりまして、その関係で機械安全

の標準普及と、さらに機械安全全体の設計サイドあるいは現場サイド、両方への普及展開

を一生懸命やっているところでございます。どうぞよろしくお願いします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、三菱電機株式会社の小平委員でございま

す。 

○小平委員 小平でございます。 

 私は、実は三十数年にわたって産業用ロボットの技術部門をずっと担当しまして、去年、

一旦定年退職しているのですが、その後、引き続きまして多少社会的な立場での産業用ロ

ボットに係る、実は安全もそうですけれども、輸出管理であるとかロボット学会とかいろ

んなことを今やっておりまして、30年以上の経験がございますので、実際の現場サイドで

もどういうことになっているかという話等、かなりいろんな難しい話もあると思いますけ

れども、お役に立てたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、日立工機株式会社の角田委員でございま
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す。 

○角田委員 角田でございます。 

 私、日本電機工業会というところの電動工具技術専門委員会というところで委員長をさ

せていただいておりまして、電動工具の代表として参加させていただきます。よろしくお

願いいたします。所属は日立工機でございます。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、事務局の紹介に移らせていただきます。 

 まず、半田安全衛生部長でございます。 

 奈良安全課長でございます。 

 井上中央産業安全専門官でございます。 

 岩澤安全衛生機関検査官でございます。 

 事務局の佐久間主任でございます。 

 私、説明させていただきます高橋と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、座長の選出をしたいと思います。 

 事務局といたしましては、本検討会は、そもそも労働政策審議会安全衛生分科会の議論

により設置されたものでございまして、この安全衛生分科会長をされております土橋先生

にお願いしたいと考えておりますが、各委員の方々、どうでございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○高橋副主任中央産業安全専門官 ありがとうございます。 

 それでは、土橋先生に座長をお願いしたいと思います。 

○土橋座長 ただいま座長を仰せつかりました東京大学の土橋でございます。ぜひよろし

くお願いいたします。 

 本検討会は機械等の回収・改善命令制度のあり方について検討をすることになります。

最初の部長の挨拶にもございましたが、安全規格を満たさないような機械があれば回収・

改善をするという制度はあるのですが、実態としては、まだ完全に機能しているかという

と少し問題があるということでございます。特に機械ですので、場合によってはかなり重

大事故につながるようなものもございます。つまりリスクも結構あることになり、重要な

検討と考えておりますので、ぜひ皆様、しっかりと審議をしていただきたくよろしくお願

いいたします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 ここで安全衛生部長は急遽所用が入りましたので御退

室させていただきます。 

○半田安全衛生部長 では、どうぞよろしく御検討をお願い申します。 

（半田安全衛生部長 退席） 

○土橋座長 それでは、議事に入らせていただきますが、まず資料の確認からお願いいた

します。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 お配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 １ページ目が議事次第でございます。 
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 ２ページ目が本検討会の開催要綱、資料１でございます。 

 ３ページ目が各委員の名簿の資料２でございます。 

 ４ページ目、事務局のミスで申しわけありませんが、右肩に「資料３」を打ち忘れてお

りますけれども、４～10ページまでが資料３でございます。 

 11ページ、資料４－１でございます。 

 12ページが資料４－２。 

 13ページが資料５－１。 

 14ページが資料５－２。 

 16ページが資料６でございます。 

 18ページ、参考資料１、19ページが参考資料２となっています。 

 最後は20ページでございます。もし欠落等がございましたら、事務局に申し出いただけ

ればと思いますが、よろしいでしょうか。 

○土橋座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、議事１番目「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方

等についてについて、資料５まで、論点の前までのところを事務局から御説明をお願いい

たします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 まず、２ページの資料１でございますが、本検討会の開催要綱でございます。 

 「１ 目的」としましては、昭和63年に労働安全衛生法の改正がございまして、43条の

２が新設されまして、国による回収・改善命令制度が創設されておりますけれども、近年

の状況を見ますと、現状の命令に入らない欠陥のある機械等の事例とか、多数の機械等を

販売しておりまして販売先が不明であるとか、そういった回収・改善を促進させる必要が

あるような事例が見られています。 

 こういった中、12次防のほうでございますが、こういった重大な欠陥により重篤な労働

災害が発生して、また販売先が特定できないような場合、同一災害を防止する必要がある

場合は、こういった労働災害とか機械の製造者名等の公表とか製造者による回収・改善を

図る制度を検討するということとされています。 

 こういったことが背景でございまして、「２ 検討事項」ですが、国による機械等の回

収・改善命令の多様性のあり方についてが１つ。 

 ２番目として、回収・改善を促進させるための方策について。 

 ３番目に、先ほど部長からもお話がございましたが、中長期的な機械安全対策の推進に

つきまして御議論をいただければと思っています。 

 ３ページ目は資料２でございますが、割愛させていただきます。 

 ４ページ目からの資料の資料３について説明いたします。 

 資料３は、労働政策審議会安全衛生分科会における資料でございまして、この議論を踏

まえて検討会が設置されたということです。 
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 ４ページ目ですが、現行の機械の回収・改善命令制度の概要ということで、安衛法43条

の２の内容です。 

 概要としまして、動力プレス機械など一定の危険を有する機械は国が構造規格を定めて

いまして、そういった規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置ができないということにな

っています。こういった規格を具備しない機械が流通、使用されている場合は、厚生労働

大臣または都道府県労働局長が製造者・輸入者の譲渡者等に対して当該機械の回収または

改善を図ることを命じることができるという規定がございます。また現行においては、公

表するような規定はございません。 

 実際の業務につきましての説明ですが、労働基準監督署になりますけれども、機械の設

置事業所などで労働災害があったり、立入調査で欠陥のある機械を把握しまして、これは

製造者・輸入者等の問題ということでございましたら、そこを管轄する労働局から譲渡者

等に対して回収・改善命令を行うという制度でございます。譲渡者等は実際どういうとこ

ろに販売しているのか、そういったところも踏まえて全国の各ユーザーに回収・改善を計

画的に図っていただくということでございます。適宜、履行状況の確認をしているという

ところでございます。これが現行の制度の内容です。 

 ５ページ目ですが、産業機械と言いましても実はいろいろなカテゴリーがありまして、

規制も厳しいものから緩いもの、またないものと段階に分かれています。５ページの上に

行くほど厳しい規制がかけられているということで、機械の略号でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ－１、

Ｄ－２、Ｅとなっています。 

 まず、Ａの特定機械等というのは、労働安全衛生法でボイラー、クレーン等につきまし

ては、製造するときから許可制度を設けておりまして、一件一件、安全性を確認しており

ます。 

 Ｂの検定対象機械というのは、個別に検定するものと、型式で検定する登録検定機関が

検定する機械でございまして、第三者の目が入る機械でございます。 

 Ｃの機械は、厚生労働大臣が構造規格を定めている機械で、特に第三者がチェックする

ものではなくて、これらのメーカーのほうで自主的に構造規格に適合させて流通させてい

ただくという機械です。 

 Ａ～Ｃにつきましては構造規格というものが定められておりまして、譲渡、貸与者に義

務が課せられております。また、法令上は43条の２では、ＢとＣの機械に対して回収・改

善命令制度が既に整備されています。Ａの機械は全数検査していますので、制度的には回

収・改善命令は不要と考えています。 

 その次ですが、Ｄ－１、Ｄ－２と書いておりますが、これは構造規格がない機械等です

が、そのうちＤ－１というのは全てに機械に規制しておりまして、動力により駆動される

機械等の中で、作動部分上の突起物、動力伝導部分、または調速部分を有する全ての機械、

こういったところに防護措置を設けるということが既定されております。これは、譲渡、

貸与者、またはこれらの目的で展示を行う者に対して義務づけがなされています。また、
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あわせて機械を使用する事業者のほうにも義務づけがございます。 

 Ｄ－２という機械は、労働安全衛生規則で定めのある機械で構造規格はございません。

非常に多種類にわたる機械に規定がございまして、例えば工作機械と書かれておりますが、

覆いとか囲い等を設置する等、いろいろな規制が労働安全衛生規則でございまして、これ

は譲渡者ではなくて、機械のユーザーのほうに義務づけがなされています。最後、６番目

が規制されていないというところですが、法令で規制されているのは最低基準ですので、

一部のものしか規制されていないということです。 

 ６ページのところに、命令対象になっていないところをクローズアップしておりまして、

Ｄ－１以下の機械につきまして議論していただくことを考えておりますが、Ｄ－１の機械

というのは、６ページの絵でありますように、動力伝導部分の覆いとありますが、こうい

ったベルトなどで動力を伝導するようなところについては覆いとか囲い、巻き込まれたり

する災害を防止する措置を講じていただくよう譲渡者と事業者の両方に義務がございます。 

 Ｄ－２の機械というのは機械ユーザーの事業者に規定がございますが、これは非常に多

岐の機械にわたっておりまして、例えば木材加工用帯のこ盤の歯とのこ車の覆いを設けな

ければいけないとか、食品加工用混合機について囲い等を設けなければいけないとか、産

業用ロボットの囲い等を設けなければならない。こういった規定は機械のユーザーに義務

づけがされています。 

 最後、３番目、Ｅ（未規制）の機械です。これは全く法違反ではないけれども、災害が

起こっているという事例です。産業機械で自動化されているような自動化ラインのような

機械ではいろいろ可動部分がありまして、これは自動炊飯ラインの炊飯米搬送容器反転機

による災害ということです。機械の可動部のところに人が立ち入って挟まれたような災害

の例ですが、特に法令違反というわけではないのですが、こういった災害もあるというこ

とです。 

 ５ページに戻っていただきまして、こういったいろいろなカテゴリーの機械があります

が、過去10年間、私どもの行政が回収・改善命令をしたり要請をした件数が５ページの上

のところに出ておりますけれども、法令上はＢとＣの機械に対して命令できる制度になっ

ておりますが、Ｂが４件、Ｃが12件となっています。 

 Ｄ－１、Ｄ－２が38件、３件とあって括弧書きになっておりますけれども、これは法令

上の命令ではなく、こういった違反が認められるので行政指導で要請したという件数です。 

 ７ページは、そういった命令や要請の事例ですが、事例１は回収・改善命令対象機械（Ｃ）

の事例です。この事例は、鉄道レール切断用研削盤ということで、研削盤等構造規格とい

うものがございまして、これに違反しているということで、砥石の覆いが不十分で、割れ

た砥石が付近にいた労働者に当たって負傷したものです。これについては同種機械を1,941

台販売中1,418台が現在改善しているということで、こういった事例がございます。 

 事例２というのは、回収・改善命令対象機械以外のＤ－１の機械ですが、給餌機という

鶏に自動でえさをやるような機械でして、機械の回転軸に附属する止め金具に覆いがなか
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ったので、そこに労働者の手が巻き込まれて骨折したという事例です。 

 これについては行政指導による要請をして改善をお願いしたのですが、特定できた74台

については全て措置をしていただいた事例です。 

 ８ページ目は、こういった機械のカテゴリーと規制の範囲と今回の論点案の関係をまと

めています。上からＡ、Ｂ、Ｃの機械は構造規格がありまして、Ａを除いて回収改善命令

の制度がございます。 

 Ｄ以下の機械は労働安全衛生規則での規制があるものとないもので、譲渡者に義務があ

るものとユーザーに義務があるものとございます。 

 今、命令のかかっていないもの、その範囲について命令の範囲を加える必要があるのか、

さらにどういった改善策があるのかというところが論点１です。 

 論点２は、回収・改善をもっと促進させる、後ほど御説明しますが、回収・改善ができ

ていない機械もありますので、公表などについてどう考えるかというのが論点です。 

 ９ページは参考資料ということで、産業機械の対極にあります一般消費者が使う製品に

ついてです。消費生活用製品安全法という法律がありまして、これにつきましては平成18

年に法改正があり、製品の公表制度が導入されています。これは一つの参考例ですけれど

も、パロマの中毒事故を契機としていると聞いておりますが、重大製品事故という死亡災

害や障害の残る負傷等が起こった場合、メーカーのほうから国に報告義務がありまして、

国も公表するという制度ができています。同時に、国においても回収・改善に関する命令

が行われるようなものになっています。 

 ただ、こういった消費者用の製品と労働安全衛生法の産業機械との違いというものもご

ざいまして一緒に考えられない点もあります。 

 （１）ですが、産業機械は一般的にある程度危険性を有していまして、その使用者は一

定の資格者とか安全教育を受けた人などです。災害があっても機械の欠陥の有無の判断は

難しい面があります。 

 （２）ですが、産業機械は、機械ユーザーからのオーダーメードでメーカーが製造して

いる場合や、産業機械の流通段階で改造されていたりとか、ユーザーのほうが機械を改造

しているような場合もありまして、災害があった場合、機械メーカーの責任ではない場合

もあります。 

 産業機械は機械メーカーがユーザーを全部把握しましてアフターサービスを行っている

ような場合もありますので、こういった場合は機械メーカーの責任で、短期間で全数改善

可能なケースもあります。 

 10ページ目ですが、労働政策審議会安全衛生分科会のほうでは論点１ということで「機

械の回収、改善命令の範囲について」は、こういった対象範囲の拡大についても検討が必

要ではないか。そういった場合、どこまで広げることができるかというようなこと。こう

いった検討については、関係業界、専門家に意見を聞くべきではないかということが論点

になりました。 
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 論点２としましては、回収・改善を促進させるために公表を含めた対策について検討す

る必要があるのではないか。 

 消費者の例にならい公表を行うことが有効ではないかと思われますが、先ほどの点に留

意する必要があります。こういった検討については、関係業界や専門家の意見を聞く必要

がないかということで、以上までが労働政策審議会での議論の範囲です。 

 これを受けまして本検討会でさらに詳細に検討していくことになりましたが、続きまし

て資料４－１ということで説明させていただきます。 

 これは私どもの労働局のほうで回収・改善命令や要請をさせていただいておりますけれ

ども、調査しまして直近の事例をまとめたものです。まず、資料４－１というのは、メー

カーの努力によりまして全数回収・改善ができたものというもので表としてまとめていま

す。 

 上から、命令によるものはＢとＣの機械ですけれども、機械の種類としては、圧力容器

とかボイラーなどがありました。 

 要請によるものということで、命令ではないのですが行政指導したものにつきまして、

機械の種類は全てＤ－１ということですが、攪拌機とか多岐にわたっております。こうい

った機械については、事故があったものとか、労働災害があったものとか、労働災害は把

握できておりませんが、違反している機械ということになります。 

 「回収、改善台数」、「措置済台数」ですけれども、その次の資料と比べまして1,000

台を超えるようなものはないので、多くても500台ぐらいのものとなっています。 

 資料４－２、12ページでございます。これは私どもの回収・改善命令や要請をさせてい

ただいて対応中のものです。命令によるものは全てＣと書いていますが、いろいろ多岐に

わたっています。それぞれ構造規格の違反があります。 

 要請によるものは、Ｄ－１の機械がほとんどですが、一番下にＤ－２の機械があります。 

 機械の種類は多岐にわたっていますけれども、産業機械の中でもメーカーで完成品まで

つくってそれを多数販売するという機械がほとんどで、ユーザーから個々に仕様について

メーカーと調整しながらつくっていくというような機械はほとんど見当たりません。 

 「回収、改善予定台数」ですけれども、機械によっては１万台を超えるようなものもご

ざいまして、機械の種類によって回収・改善が進んでいるものと、ほとんど進んでいない

ものがあります。大体80％以上進んでいるようなものも一方、20％にも届いていないよう

な機械も多数あります。 

 検討の参考資料ということで資料５－１を説明させていただきます。 

 13ページの上のほう、機械災害の推移ということで、棒グラフになっていますが、平成

13年から10年間を見ますと、減少傾向にはございまして、全労働災害に占める機械災害の

割合も10年前も約３割だったのですが、現在は４分の１と全体の労働災害の減り方よりも

機械災害の減り方のほうがよく減っているという状況です。 

 これにつきましては、いろいろな要因がありまして一概には言えないかと思いますが、
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私どもとしては機械の本質安全化の向上ということで、機械の包括安全指針、機械ユーザ

ーのリスクアセスメントの努力義務化、機械譲渡者による機械危険情報の提供の努力義務

化に努めてきたところです。 

 13ページの下のところ、簡単な図でございますが、機械の包括的な安全基準に関する指

針という行政通達がございまして、これでISO規格、JIS規格による機械安全の体系の普及

を努めています。この中で、右側の機械ユーザーのところについては、平成18年の法改正

で既にリスクアセスメントは努力義務化されています。 

 真ん中の矢印のところですが、機械の危険情報の提供のところについては、平成24年の

労働安全衛生規則の改正で努力義務化がなされています。ただ、一番左側の機械の設計・

製造者のところにつきましては、行政通達で法令上の規定は今のところないということで

す。 

 その次、資料５－２ですけれども、これは平成元年から15年度までに東京、神奈川、埼

玉、それと抜けておりますが千葉局の管内で発生した機械による死亡災害、挟まれ・巻き

込まれ災害で製造業に限るものですが、これについて私ども行政と労働安全衛生総合研究

所のほうで分析をした結果です。機械の種類については多岐にわたっておりますけれど、

その中で死亡災害が法違反によるものかどうかというところで見ますと、設備の法違反は

14％ということでそれほど高くないということです。管理面も含めた全ての面での安衛法

違反になりますと38.8％ということで約４割です。 

 それに対し右側ですが、国際水準と比較して設備対策に問題があった件数ということで

すが、これは機械の包括安全指針のもととなっています機械安全の国際基準のISO規格、JIS

規格、こういった対策をしていれば防げたかもしれないという件数を労働安全衛生総合研

究所のほうで分析していただいた結果です。これを見ますと79.1％くらいは効果があった

可能性があるという結果が出ています。 

 以上、配付資料の説明を１～５までさせていただきました。 

○土橋座長 資料６が論点になっております。論点の前までのところの資料を御説明いた

だきました。御質問等ありましたら、お願いいたします。 

○福田委員 一つ伺ってよろしいですか。 

 例えばＤ－１は、一応簡単な文章かもしれませんけれども、突起物があるものはカバー

しなさいとか書いてあるわけですね。それに対して、今はある意味では命令ではなくてお

願いベースでやっておられるということで、それは運用としてそうだと思うのですが、多

分危険の差が違うからだと言われてしまえばそれまでなのだと思うのですが、要はＣとＤ

－１以降、Ｅは規制がないからある意味では何もしようがないのだろうと思うのですが、

Ｄ－１、Ｄ－２というのは、そもそもそういう命令をできるような体系にしなかったとい

うのは、当然当時理由があってやったのですね。それは単に危険が小さいからというよう

なことなのでしょうか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 Ｄ－１、Ｄ－２があるのですが、Ｄ－２のほうは譲渡
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者、メーカーとか輸入者に対して義務づけしている規定ではございません。設置者である

ユーザーである事業者に対し、覆い、囲い等を設けたり、他にもいろいろありますけれど

も、そういう規定ぶりでございまして、要は譲渡者に違法性がないのに命令の中に入れる

ことができなかったものと考えられます。Ｄ－１については、譲渡者にも義務づけがあり

まして、またユーザーのほうにもあわせて義務づけがあるのですけれども、ここについて

なぜ入っていないのかというところについては、はっきりとした理由はわからないのです

けれども、構造規格でより厳しい規制を譲渡者に義務つけているものと、安衛則というも

ので義務づけているという違いで判断があったのではないかと思われます。 

 ただ、危険度が低いのかと言われますと、構造規格の違反と安衛則25条違反、どちらが

危ないかということは一概に言えないのではないかと思っています。 

○土橋座長 どうぞ。 

○奈良安全課長 補足的に御説明申し上げたいと思いますが、今、命令と言っていますの

は、あくまでも譲渡者が譲渡した機械についての回収等の命令の話でございまして、個々

の機械に関する違反があれば、実際に使っている事業者に対しての監督署、監督官のいろ

んな改善命令とか、場合によっては使用停止命令とか、そういう命令はかけることができ

ます。多分、Ｄ－１のところで回収・改善命令を対象にしていないというのは、先ほど高

橋のほうから御説明申し上げましたが、Ｄ－１のものについては譲渡者に対する規制のみ

ならず、安全の一般基準の中でそういうたぐいの機械については覆いをしなさいと安全衛

生規則の中に基準がございます。個々の機械そのものについてはユーザーサイドにはそう

いうものがかかわっているということで、機械の突出する部分があるのかということは、

ユーザー側においても現認することがかなり容易にできるものであって、なおかつ対策も

とれるだろうということで、譲渡者に対する回収命令の対象にはしていないのではないか

と考えられます。 

○土橋座長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○石坂委員 資料４－２ですが、ここにＤ－２が１件、一番下に事例がございます。Ｄ－

２の規制というのはユーザーの対策、事業者に規制がある。そうすると、こういう事故が

あったときに、まずユーザーがちゃんと覆い等をやったのかということが問われるわけで

すが、この対応中、つまり、改善したほうがいいよという行政指導をする先というのは、

ユーザーがしかるべき対応を怠っていないかということで対応していらっしゃるのだと理

解するのですが、ここはユーザーではなくて、ユーザーとは別に供給側に対応をお願いし

ているのでしょうか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 行政指導という要請ですけれども、同種機械、同じよ

うな構造の機械を販売、譲渡されておりますので、基本的には私どもはどこのユーザーに

販売されているかわからないところがございますので、メーカーのほうに要請させていた
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だいております。 

○石坂委員 では、もう一つ別な切り口で言いますと、ユーザーにはどういう対応をされ

たのでしょうか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 全国各地なものですから、それを全ての監督署でユー

ザーに対して指導するということは現実的にはそこまでできないというのが実情です。 

○石坂委員 ですから、この案件に関しては、その他のユーザーに対して指導するのはな

かなか難しかったということですね。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 これだけの機械を販売している個々のユーザーに監督

署のほうでそれぞれ指導するというのは現実的には難しいという状況です。 

○小平委員 今の例は、供給した機械に全然カバーがないとかという明らかな欠陥があっ

たわけではないのですか。そんなように受け取れるのです。普通確かにＤ－２だと買って

きたユーザー側が何とかして、使うほうで安全措置をするのだけれども、これで見ると、

この件に関して言うと、明らかに売った側にどう考えたってこれは危ないではないかとい

う部分が存在したので、そちら側に対する勧告をしているという意味ではないですか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 可動部分に覆い、囲いがないということでいろいろ調

べた結果、メーカーのほうの出荷の時点で問題だったと考えられます。 

○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、続いて資料６になりますが、資料６は論点１と２がございますので、まず論

点１から説明をお願いします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 それでは、資料６、16ページの論点１を説明させてい

ただきます。 

 論点１は、機械等の回収・改善命令とか要請のあり方についてどう考えるかということ

ですが、３つございまして、それぞれ説明します。 

 まず、Ｄ－１の機械等につきましては、行政指導により回収・改善要請を行った数も多

いということでして、機械等の設計・製造段階にとられるべき基本的な安全対策が施され

ずに譲渡・提供されているような現状がございまして、こういったことについてどういう

ように考えられるのかということです。 

 例えばメーカーが余り規制の内容を知らないようであれば、もう少し周知などに努めた

ほうがいいのかもしれませんが、今回幅広にフリートーキングということでお願いしたい

と思っています。 

 Ｄ－１の機械は回収・改善ができているのもありますけれども、進んでいないものもご

ざいますので、これについてどういうように考えるかということです。ほかに留意事項は

ないかということです。 

 Ｄ－２の機械ですが、機械の譲渡者に対して義務づけがございませんので、現行の法令

上は回収・改善命令の範囲に含めることは困難と考えています。Ｄ－２の機械は、回収・

改善要請の行政指導件数は少数で、ただ、機械の欠陥等が譲渡者等の責に帰すべきもので
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ある場合は、回収・改善をより積極的に行う必要がないかというところです。私ども指導

もＤ－２の機械の原因究明をしてメーカーに指導するというところが、まだまだ十分でき

ていないということがあって、行政指導件数が少数だから問題がないということではない

と考えています。こういったＤ－２の機械で、考慮すべき事項はないかということが一つ

です。 

 最後、Ｅの機械については、法令違反がございませんので、法令による回収・改善命令

の範囲に含めることは困難と考えています。そういったＥの機械について、回収・改善要

請の実績はございません。しかしながら、法令違反がない場合でも重大な労働災害があり、

その機械の欠陥がありまして譲渡者の責に帰すべきものがあれば、行政指導により回収・

改善要請を行うということについてどう考えるのかというのが次です。 

 また、Ｅの機械の欠陥の判定をする場合はどのような方法が考えられるのか。例えば行

政のみで判断するのではなくて、機械安全の専門家に意見を聞くということはどうかとい

うことです。その他、留意事項はないかということでございます。 

 以上が論点１でございます。 

○土橋座長 ただいまのところで御質問あるいは御意見等ございましたら、お願いいたし

ます。 

 どうぞ。 

○小平委員 機械の範囲の考え方ですけれども、例えば産業用ロボットとか放電加工機は

明らかに機械ですけれども、サーボモーターそのものとかというレベルになると、この範

囲として取り上げられる内容なのかどうか、機械としてどこまで考えるのか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 機械の危険情報の提供のところで労働安全衛生規則24

条の13を追加しているのですが、そのときの機械の定義は、機械包括安全指針の定義によ

ることとしています。機械包括安全指針の定義というのは、国際基準から持ってきている

ものですけれども、基本的には動力で動く機械で、ある目的を持って挟まれ・巻き込まれ

のおそれがあるような、要は可動する部分があってある目的で使うというものです。その

機械を構成する個々の部品レベルのものではないと考えています。あくまで物を製造した

り、いろいろ加工したり、そういった目的を持ったものが、ここの機械となります。 

○小平委員 時々、いわゆるサーボモーターに毛の生えたような１軸くらいのスライドを

つけてやるようなケースとか出てきているのですけれども、そういう意味で言うと、ある

目的を持ってつくったものは機械だという解釈になるのですか。 

○梅崎委員 そういう解釈でよろしいかと思います。モーター自体は機械ではないけれど

も、それを使って一軸であったとしても、ある目的を持って機械としてつくっていけばそ

れが機械になります。 

○小平委員 わかりました。 

○土橋座長 他にいかがでしょうか。 

 どうぞ。 
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○福田委員 お聞きしたいのですけれども、先ほども御説明があった危険情報を伝えなけ

ればいけませんね。その前の包括指針でもそうだったのですけれども、基本的には、今そ

ういう制度は走っているわけで、特に包括指針はかなり明確的に書いてあったと思うので

すが、ユーザーは何か不具合に気がついたらメーカーにフィードバックしてくださいと。

危険情報は横になっていますが、あれは縦一列に書いてあって、左側でちゃんと戻る図ま

でかなり明示的に書いてあった。あれはISO12100に比べてかなり明示的だったと思うので

すが、そういう制度が今動いていて、その制度を利用した場合にできない。要はある意味

では労働者の安全が確保できればいいわけで、そういう意味で、こういう新しく改善命令

をＤ－１、Ｄ－２に入れないとできない部分と、あれがうまく回り始めたらできる部分と

あるかと思うのですが、行政で日々接されていて、あれをやればかなり改善が迅速にでき

るということは望み薄でしょうか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 機械の事故情報とかヒヤリ・ハットの情報をユーザー

からメーカーのほうにフィードバックするということにつきまして、私どもははっきりと

法令や指針で言っているわけではなくて、昨年度、委託事業でそういうやり方についても

報告書をもらっておりまして、もう少し明確に示せないかということを今内部で検討して

いる段階でございますけれども、ユーザーからメーカーのほうにそういった事故情報とか

ヒヤリ・ハット情報がフィードバックされれば、より機械の安全化が促進されるのではな

いかと思っておりまして、そういったことにも当然取り組んでいきたいと思っています。 

○土橋座長 先ほどおっしゃった、フィードバックの図が書いてあるというのは、何の文

書ですか。 

○福田委員 それは包括指針のパンフレット、解説書を出されましたね。あそこに書いて

あったのです。済みません、現物をきょう持ってきていればよかったですけれども。 

○土橋座長 厚労省から出ているのですか。 

○福田委員 もちろんそうです。厚生労働省さんから出されているパンフレットみたいな

もの。 

○野呂委員 去年、私もフィードバック委員会に参加させていただいたのですけれども、

そういった仕組みがしっかり動けばかなり効果的にはなると思うのです。まだ現状はどち

らも難しいのではないかという意見がいろいろありまして、今度、パンフレットとか講習

会か何かあると聞いておりますけれども、そういったことで情報を一般的に広げるという

動きにはなっているみたいですが、現状ではまだ。 

○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○梅崎委員 多分、福田先生の御質問の趣旨というのはこういうことなのかなと思います。

今、厚生労働省のほうで機械の包括的安全基準だとか、リスクアセスメントという形で事

業者の自主的な努力によって機械の安全性を向上させるという施策を出されていると思う

のです。本当はそれがうまく回っていってくれれば、まさにそれだけで自己完結的に労働
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災害が防止できて働く人の安全がきちっと確保できる。本当は、一番それが望ましいので

すけれども、ただ、そうは言ってもなかなか自主だけに対応できないところというのはど

うしても残るとしたときに、そのところで例えば今ここで言っていたようなＤ－１、Ｄ－

２の機械に対してＢ、Ｃと全く同じというわけではないですが、類似した仕組みを設ける

ことで、より働く人の安全をもっと守っていくような方策になるかどうか。要するに最低

基準の問題です。自主的な対応の問題と最低基準の問題と分けているかというと、最低基

準の話としてＤ－１、Ｄ－２を改善していくということが働く人の安全により効果的にな

るのではないか、そこを専門家として見極めていただければという御趣旨であるかと思う

のです。 

○福田委員 多少追加させていただくと、これは次に聞こうかなと思ったのですが、結局

今はフィードバックの件を中心に伺いましたけれども、あれがうまく回っていけば、多分

突起物があるというのを知らないで使っていたということはぐっと減ってくるだろうと。

そういう意味で事故は起こさないほうがいいわけで、そういうモチベーションのかけ方が

あるのではないか。Ｄ－１、Ｄ－２にこういうことをやることに反対だとか賛成だとかと

いうのはまだ自分の意見もないのですけれども、ただ、そういうところをせっかく日本で

取り入れたのが、ほかのシステムがまた走り出すと世の中混乱するといいますか、やって

いるほうはどれをやるのだろうというところも気にはなっている、そういう意味で発言い

たしました。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 先ほど梅崎部長がおっしゃったとおりですけれども、

Ｄ－１、Ｄ－２の回収改善命令や要請は、私ども行政という第三者の者がメーカーにお願

いするという枠組みでして、フィードバックの話は先ほど梅崎部長が言われましたように

全く行政は関与しない中で、ユーザーとメーカーの間の自主的な情報伝達です。どちらも

大事だと思うのですけれども、そういう意味ではボトムアップというか、最低基準のとこ

ろを見直すというのが私ども行政の役割でして、あとは、より安全なものにするというの

は当然自主的にやっていただくことだと思っております。 

○土橋座長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

○野呂委員 食品関係の立場から申しますと、今年４月に法令が変わりまして、年間2,000

件という食品関係の事故が多いということで、だんだん変わってきています。昔は機械化

というと食品関係はおくれているというか手作業が結構多かったのですけれども、昨今、

機械が多くなっているものですから、そういった事故がふえている。それに伴って待った

がないというか、どこかで歯止めをかけておかないと、このままそういうことでＤ－２と

かＥとかというレベの機械がどんどん増えてしまったら本当に歯止めがきかないのではな

いかという実感が私自身もあるのです。 

 ただ、弊社としては、メーカーに対してのリスクアセスメントは強制していませんけれ

ども、お願いレベルではやっております。さらにそれができない場合には、もう自社でや

るといったことで教育とか進めていますけれども、それでも抜けがあったりというのが実
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情です。こういった事故が増えてきている状況に対して、どこかで歯どめをかけなければ

いけない。そのためには行政のほうから指導があれば、私ども本当に心強いと思っていま

す。 

○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、次の論点２のほうも説明いただきたいと思います。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 続きまして、論点２の17ページです。回収・改善を促

進させるための方策ということで、回収・改善が進んでいない機械もございますが、メー

カー名とか回収・改善方法を公表することについてどう考えるかということです。 

 消費生活用製品安全法では、重大製品事故についてメーカーから国に報告義務があり、

国に公表義務がかけられ、原則として全て公表です。ただ、産業機械は、労働災害や法違

反があった場合、直ちに機械メーカーの責任とは言い切れない場合がございまして、これ

をどう考えるかということです。 

 例えば流通段階における改造やユーザーによる改造、ユーザーによるオーダーメード等

の状況もございます。メーカーが全てユーザーを把握しており、公表しなくても迅速に回

収・改善できる場合もありまして、これをどう考えるかということです。 

 流通段階で譲渡先が不明となる場合、国は譲渡者にも情報提供を要請することについて

どう考えるか。現状では、譲渡者等に国が要請するようなことは行っていないのですけれ

ども、メーカーに要請するだけではなくて、こういった譲渡者に要請するということにつ

いてどうかというものです。 

 回収・改善が進まないのは費用負担の問題がございまして、ユーザーに費用負担を求め

ている場合はなかなか進まない傾向がございまして、これについてどう考えるかというこ

とがございます。 

 そのほか留意事項はないかということでございます。 

○土橋座長 ただいまの点、いかがでしょうか。 

○福田委員 どなたか知っていたら教えてほしいのですけれども、一般消費生活用品の場

合、公表はメーカー名とか型番が入っているのは限られているものではなかったかなと思

うのですが、いかがでしたか。例えば全部Ａ株式会社製、扇風機、型番何とかとなってい

ましたか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 消費生活用製品安全法は、重大製品事故では、事業者、

製品名、型番、被災状況、事故の内容、発生場所を公表しています。 

○福田委員 実態としては、ホームページを見てもそんなには出ていなかったような気が

する。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 消費者庁になりますけれども、ホームページではかな

りの数が２～３日おきに公表されているようです。 

○土橋座長 事故の重大さに応じてということですか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 重大製品事故とそれ以外とか、いろいろカテゴリーは
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あるようですけれども、このようになっております。 

○福田委員 厚生労働省さんとしては、例えばユーザーが限られてメーカーも全部わかっ

ているものは、少なくとも類似の事故が次々と起こるのを防ぐという観点だけでいえば、

そういうものよりはむしろわからなくなってしまっているもののほうを問題視し、今回の

公表という提案をしていると理解してよろしいでしょうか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 資料４－１のとおり、公表しなくても100％回収・改善

できているものもございますので、そういったものまで全て公表ということはいかがかな

と思っているのですが、それも含めて御議論いただければと思っております。 

○土橋座長 どうぞ。 

○奈良安全課長 念のためですが、公表ということは懲罰的な意味合いでやるものでは当

然ございません。そういうことは念頭にございません。あくまでも労働者の安全を確保し

ていく上での、言ってみれば最後の手段としての公表というようなイメージでおります。 

○土橋座長 どうぞ。 

○小平委員 産業機械の場合、一番難しいのは２番目、要は最初メーカーが供給する段階

ではある仕様のはっきりした製品ですけれども、例えば産業用ロボットなどは特にそうで

すが、基本的にロボットメーカーはハンドもついていなくて機械の部分だけ売る。そうす

ると、どこかでハンドをくっつけて、どこかで安全柵をくっつけて、それでエンドユーザ

ーに売られるとなると、ある事故に対して本当に責任がどこにあったか、機械とエンドユ

ーザーとの間が大分長くなるのです。 

 そうすると、例えば柵の一部がなかったから事故が起きたとするときに、柵の一部を設

置しなかったエンドユーザーが悪いのか、柵の一部ないものを納めた側が悪いのかとか、

実際に設備の契約のときにどうだったかみたいなところまでしっかりさかのぼらないと、

結局責任がはっきりわからないところが出てきてしまう。その辺が、いわゆるこの型番は

これと最後に使うところまで決まった製品でないところが、これは途中にも多分書いてあ

ったのですけれども、相当難しい問題になるはずです。だから、どちらのどの型番に何の

原因があったかと特定するところが非常に難しいから、やはりそう簡単にはいかないのか

なというところがどうしても出てくるのかもしれません。 

 ある程度生産システムの場合はオーダーメードというかカスタムメードになっていると

ころが必ず出てきます。さかのぼっていくと標準製品かもしれないけれども、でき上がっ

たシステムはカスタム品だから、そこでも責任の所在というか、どこが直すべきかみたい

なものが非常に難しいのかなという気がします。 

○石坂委員 質問ではなくて、もうディスカッションに入っていると理解したらよろしい

ですか。今、小平さんのほうからロボットの事例がありましたけれども、そのほかにも例

えば繊維機械のように、ロボットの話と同じように商社がエンジニアリング企業をやって

いて、ミシンの中核部分を産業用ミシンのメーカーがつくっていて、あとは商社が革製品

を縫うのか、もっと薄い製品を縫うか、そういうことによってモーターの出力などを相手
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の要望に合わせて組んで納めて仕上げていくというように、いわゆるメーカーというのは

中核部品をつくるメーカーであって、最終製品をつくるメーカーではないという、日本特

有のものかもしれません。あるいはユーザーが大手だと生産技術部門が設備計画をスペッ

クも含めますから、そこに合わせてやるということで、メーカーが主導権を握っているよ

りも、ユーザー側が主導権を握っていて、その間にいろんなエンジニアリング会社や商社

という中間の者が入ってくるというところで距離があるという問題があります。 

 だから、ここのところで高橋さんが説明のときに冒頭でおっしゃられたように、かなり

量産品に近いもので最終製品の形で、いろいろな流通ルートを通じて販売されていて、ユ

ーザー、それをそういう流通ルートから買ってくるという、かなり一般大衆消費者製品に

近いような形態で出されている機械もあるし、あるいは中量産品といって、型番である程

度ロット生産をして、これも主にカタログ販売的にやられているものを調達するというも

のもあるし、少しエンジニアリングをして大型設備化するもの、あるいは非常に特殊な大

型のものなどとなりますと、ユーザー側が安全の要求スペックも含めて仕様を決めて発注

して、いわゆるトレラブル領域で費用対便益の判断を加えて、ユーザーがどれほどリスク

をカバーしてやっていくかという合意のもとに製造され、納められる製品などいろいろあ

るわけで、なかなかそれを一緒くたに、同じ土俵で議論できないだろうと思います。それ

は先ほどのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｄ－１、Ｄ－２という区分けにも反映していると思うのです。 

 ちょっと長くなって申しわけありませんが、先ほどの回収をどうしているかという実情

で４－１、４－２がありましたけれども、もう一つ問題なのは、４－２のところで回収率

が低いという処置の割合が低いというところは、大体ユーザーもメーカーも中小企業の製

品です。メーカーに改善命令を出してしまうと、メーカーは潰れてしまうのです。改善す

る費用がかかったらもうつくれないから倒産ということになってしまう。他方、ユーザー

がカバーすることをもっと徹底にやれというと、ユーザーも費用負担に耐えられないとい

う。要するにこの辺の事故が多いのは、大手の大企業の製造現場よりも中小企業のところ

ですから、そこのところにどういう施策が可能なのかという、かえって改善命令よりも、

要するにＢのほうに引き上げて、最初からこういうスペックでつくれと規制をかけておい

たほうが改善などという金のかかるやり方でなくてうまくいくかもしれないという、いろ

んな視点から見ていかなければいけないと御説明を受けながら聞いておりました。 

○土橋座長 どうぞ。 

○五味代理 まさしくJAMは中小の集まりで、今、石坂委員が言われたように、ここに書い

てあるように産業機械でユーザーによる改造をするところは確かに大手とかそれなりにし

っかりした会社はやるのですけれども、中小になると、危険とわかっていながらもそれは

作業者が安全管理をしなさいというところに落ち着いていて作業者の力量に背負わざるを

得ないというのが現状ではないのかなと。 

 JAMの中でも安全衛生をやりなさいということで安全改善の事例が出てくるのですけれ

ども、出てくるところは当然それなりに名の通ったところがそういうところに力を入れて
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いるという現状がありますので、やはり視点として、一つはユーザー側がどういうところ、

つまり中小なのか、それなりのところなのかという視点も少し入れ込む必要があるのかな

と思います。 

○土橋座長 どうぞ。 

○小平委員 今の中小の話で、先ほどの一番わかりやすいのは我々が自動車メーカーに売

るときはお互いにプロフェッショナルなのです。安全に関してもプロフェッショナルだか

ら、お互いに何を言っているかがよくわかる。ところが、間に入っているセットメーカー

が中小企業でエンドユーザーが中小企業になると、途中で何を言っているかわからなくな

ってくるようなところができて、要は本来の法的な趣旨にしろ、極論すると例えばリスク

アセスメントと言っても何だそれはみたいな話になってしまうケースが非常に出てくる。 

 だから、簡単に言うと、いきなり一律に公表もしながら牽制を図ることにすると、いき

なり困るところがいっぱい出てくるというのがあります。特にファクトリーオートメーシ

ョンで見ていると、一番多いのは、大体数十人から100人ぐらいの中小企業さんが一生懸命

つくる、それを大きなところへ持っていってセットするようなケースが多いはずです。そ

うすると、ロボットの業界で言うと、我々は売ったときに安全通則なりを全部教えるので

すけれども、先ほどの話でパスが長いものだから途中でどこかに消えていったりして、エ

ンドユーザーさんに行ってみたら、柵をつくりましたというから見たら、事務用のパーテ

ーションが並んでいたり、そんなケースも全くなきにしもあらずです。だから、大企業、

情報普及がしっかりしているところはそれなりに行くのだけれども、そうではないところ

は最も大きな問題を抱えているというのが実態かなと思います。 

○土橋座長 どうぞ。 

○石坂委員 そのメーカーと最終ユーザーの間にいろいろ課題があると。要するに譲渡者

ですね。今のところ論点２にありますように譲渡者にいろんな改善命令とかというのが及

ばない。ここのところは一つ重要なポイントかなと。 

 やはり見ていると、間に入っている商社とか中古品を引き渡す業者とか、その辺が意識

をしっかり持っているかが問題です。つまり、意識があれば、例えば中小のメーカーに対

して、いやいやこの製品はこういう安全の要求が出ていて、そうしないと我々は売れない

のだというようなことになっていったりしますね。そういうところももう少しこの辺の意

識を強化するように改善命令ということも含めて手を入れる必要もあるのではないか。そ

の商社自身が中小でやれないということもあるかもしれないけれども、結構そうではなく

てある規模の流通業者がやっていたりしますから、扱う製品は中小のメーカーであり、ユ

ーザーも中小かもしれないけれども、扱う流通業者というのは結構しっかりしたところで、

その意識を高める必要があるのではないかという気がいたします。日本の商習慣の場にお

いてはです。 

○野呂委員 私も法律関係の周知は必要ではないかと思います。私どもも小さい子会社に

なりますと法律を知らないというのが一番怖いのです。知らないで使ってしまっている。
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でも、実際行ってみたら、これはまずいと、法律違反だと言っても、そうですかといった

ような意見もありますので、そこら辺の周知、例えば安衛則25条をちゃんと知らしめる、

だからだめなのだということが必要ではないかと思います。 

○小平委員 非常に言いにくいところですが、どうしても熟知していないところの方が何

か生産設備を買うときに、安全を端折られてしまう傾向があるのです。要するに本質的な

機能はどんどん上げるのだけれども、こんなに柵が要るのかと言われて、柵も安くしたい

からこれでいいのではないかみたいなほうへ行ってしまうケースがあって、本来、我々は

実はそんなことを望んでいなくて、しっかりと安全確保してくださいという話です。 

 どうしても製造業の競争力を持ち出されて、これから先はアジア圏が出てくると競争力

がなくなるぞという、つまらぬ方向に行ってしまうことがあるのです。ただ、安全をしっ

かり確保すること自身は、我々メーカーが進めなければいけないという意識が非常にある

のです。だから、わかりやすく言うと、ケチなことを言わんとちゃんと金をかけて安全を

やれよと言える体制を我々は望みたいのです。だけれども、エンドユーザーのほうへ行く

と、結局コスト競争力を持ち出されるともう少し端折りたいみたいなものがどうしても出

てきてしまう。そのときに真っ先にやり玉に上がるのは、柵が高いとか、そういう話にな

ってくる傾向が非常に強いと思います。 

 しかも今みたいに中国メーカーと競争になると、我々が戦えないと言われてしまうとこ

ろも出てくるのだけれども、そこは、本来は金をかけてでもしっかりやるべきだというと

ころはどうやって進めるかなと、大事なことだと思うのです。 

○福田委員 私も先ほど包括指針とか、できるだけ日本にあるもので話をしますと、例え

ば機械指令とかISO12100とかは存在していて、先ほど言いましたけれども、事故を起こさ

せないことのほうがもっと大切で、そういう意味では、きょうの趣旨とは少し外れるかも

しれませんけれども、安全のつくり方というか、包括安全指針そのものもそんなに知らな

いというか、すごく知れ渡っているわけではなくて、ここにいらっしゃるメーカーさんは、

キューピーさんにしろ何にしろ、意外と大きいところなのですが、度数率、強度率、どう

見ても人数が少ないところのほうが高いのは事実ですね。100人以下、30人以下になってく

るとどんどん上がっていきますね。そうしたときにその辺を教えてあげるというのがペア

にならないと、多分安全水準は上がっていかないし、先ほど石坂委員がおっしゃっていた

ように、その会社は潰れておしまいになってしまう。そこは避けていきたいと。概念的な

話で済みません。ただ、安全の教育、普及もペアでぜひ施策としてお考えいただきたいな

と思います。 

○土橋座長 一つ確認ですが、資料４－１と４－２の事例の比較についてです。 

 ４－２の事例では回収・改善率は非常に悪いわけですけれども、中小企業が多いことが

原因というような話も出てきたのですが、４－２の事例の方が回収率が悪い主な理由につ

いては何か分析されてらっしゃるのでしょうか。 
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○高橋副主任中央産業安全専門官 傾向としては、販売台数が多いものについては低いの

ですけれども、特に低いものについて、次回の検討会あたりで、どういった理由で進んで

いないのか分析して資料を用意したいと思います。 

○土橋座長 ほかにございますか。 

○石坂委員 今、座長がおっしゃったように、これは事前に御相談があったときにも申し

上げているのですが、こういう改善が進まないという理由が、先ほど言ったように機械の

量産的な最終製品のものを流通させるものなのか、個別のこういうスペックでやったにも

かかわらずそのとおりやらないのか。そうではないユーザー自身の意識が低くてそういう

要求も出していなかったからなのか、いろんな原因があって、そういうものを分析、整理

した上でどういうところが効果的かという議論にしていかなければいけないなと思ってお

ります。 

 発言したついでで申しわけありませんが、Ｅの機械も含めてＤ－２もそうですが、情報、

つまり公表するということに関して、決して懲罰ではなく労災を防ぐ。一般に普及してし

まっているものは通常の販売ルートを通じて言うなどということはとても間に合わない、

どこに行っているかわからない。つまり、もっと一般に広く情報を流してウォーニング（注

意喚起）をするということの効果が大きいということですから、そうすると、一体どのよ

うに公開するか。公開方法というのは手段がなければ公表するぞと言っても、例えば厚労

省のホームページにちょこっと公表しましたと言っても、実質的な効果的なものにならな

いと思うのです。だから、そうすると、どうすれば距離のある中小のユーザーもそうかと。

つまり、あそこの情報センターというか、そういうところがいつもそういう情報を公開し

ていて定期的に週に１回ぐらいは工場の中のトップでも担当にでも情報をチェックさせる

というようなアクセスが頻繁に行われるような、あそこに情報があるのだというところを

決めて公表制度を決めないと効果が出ないのではないか。そういうところも公表という手

段をとる場合にも配慮しなければいけないことかなと思います。 

 地方の労基署を通じてと言っても、中小企業を全部回って説明などというのはとてもで

きないですね。中小に今いろんな施策が及ばないのも、数が多い割には、そこまで一々ア

クセスはできないがために、どうしても大手中心に施策ということになってしまうのだろ

うと思うのです。 

○土橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、資料６の「３ その他」のところの説明をお願いします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 それでは、その他ということで、中長期的な課題とい

うことでフリートーキングをしていただければと思います。 

 そもそもこういった欠陥のある機械等の流通を防止するための方策ということで、これ

までもいろいろ御提言いただいておりますけれども、現在、設計・製造段階のリスクアセ

スメントにつきましては、行政通達の「機械の包括安全指針」で普及に努めておりますけ
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れども、この一層の推進が必要ではないかと考えておりますが、どういった方策が考えら

れるかというような点とか、その他、いろいろ回収・改善命令とか要請以外の範疇で何か

アイデアがないかとか、今後の方向性についてフリートーキングをしていただければと思

っております。よろしくお願いします。 

○土橋座長 ということで、全体を含めてということでよろしいかと思いますが、御意見

ございましたらお願いいたします。 

○小平委員 これは大賛成ですけれども、先ほど言いましたように、リスクアセスメント

とは何ですかというのは今の段階で結構出てきてしまうのです。もっと恥ずかしい話をし

ますと、リスクアセスメントが話題になったときに、なんとうちの社内から聞かれたこと

があって、そんなことを知らないのかと言ったのだけれども、言葉は知っているけれども、

実際にどうしたらいいかよくわからないというのが結構ありました。中小企業に行くと押

して知るべしのところがあって、今、御提案のあるように、リスクアセスメントを受けた

ほうがしなければいけないものもあるし、残留リスクを提示しなければいけないのは非常

に仕掛けとしてはいいと思っているのです。一にも二にも、これはどうやってその考え方

を基本的に普及するかという話で、これは多分厚労省さんだけではできないところがある

ので、業界団体であるとか、あらゆるチャンネルからどんどん情報を流していって、罰則

が必要かどうかというと問題があるかもしれないけれども、ともかく将来的にサボったら

罰則を与えるぞぐらいの勢いで普及していくぐらいでもいいのかなという気がするのです。

まず考え方として必要だということを認識しなければいけない。 

 そうすると、先ほど言ったみたいに安全は金にならないから二の次だみたいな話になら

ないようにしないといけないのかなとなりますので、方向としては大賛成です。だけれど

も、ほとんどの人は知りません。 

○土橋座長 包括指針は、資料があったのですか。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 本日は資料をつけてはいないのです。 

○土橋座長 また次回にお願いします。 

○福田委員 話の流れから、私もそう言うであろうというのは想像がついていると思うの

ですけれども、この○の２つについては私も賛成です。特に先ほどから言っていますけれ

ども、中小さんを中心にいかに普及させるか、これをぜひお考えいただきたいと思います。。

多分、日機連さんの直接の傘下の会員企業さん、日機連さんは工業会の会員で余り直接企

業さんはいませんけれども、そこの会社さんなどというのは、指導しなくても自分で勉強

できますけれども、場合によったら、ホームページを見に行く担当をつくることすら難し

い会社もあるわけで、そういうところにどうやって、やっていくかというのをぜひお知恵

を絞っていただけたらと思います。 

○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○石坂委員 再度申し上げることになるかと思いますが、普及の問題は流通業者にも普及
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させる。今までそこのところはほとんど手が打たれていないと思うのです。こういう機械

を現場に売り渡す、そういう流通業者、中古品流通も含めて、そこをどれほど底上げして

いくかということも一つ考えなければいけないと思っています。 

 これは大手でないとなかなかできないのだけれども、やはり専門人材をもう少しユーザ

ーサイドあるいはメーカーサイド、いろんなところでどういうようにビルトインさせてい

くか、底上げさせていくかということもそろそろ手を打たないといけないでしょうね。セ

ーフティアセッサーとかいろいろなものは人がふえておりますけれども、ただ、これは中

小となると大変難しい。そこはほとんど難しいので、中小の問題はまた中小の問題として

いかなければいけない。日機連はささやかながら中小への支援策というのはないかといろ

いろ検討委員会で今３年目に入っていますが、地域の例えば江東区の何々とか、そういう

地域の産業推進部門と、そこが見ている中小企業である程度こういうことに取り組みたい

というところだったら、そこといろいろ連携して専門家が支援する、ネットワークをつく

ろうとか、こういう中小になると全国一律はなかなか難しいので、どうしてもローカルに

それぞれが地域地域で手を打つかということが非常に重要になってくるので、そこのとこ

ろにもう少し意を用いる必要があるのかなと思っています。 

○土橋座長 他にいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○梅崎委員 公表のところに戻ってしまうのですけれども、公表する場合に少なくとも３

つぐらいカテゴリー分けをする必要があるのかなと思うのです。 

 一つは、重大で直ちに対応策が必要なもの。 

 もう一つは、悪質なものというか、最近海外の機械でとんでもないものが入ってきたと

いう話なども聞いたりして、そういうもの。 

 先ほど安全課長から話があったのですが、広く公表、周知をすることによって、ともか

く危険な機械。だから、これも回収・改善してもらいたいもの。多分その３つぐらいのも

のが今回公表といったときに特に重要な話なので、その辺に絞るとともに、その３つぐら

いにカテゴリー分けして方法論を考えていかなければいけないのではないかというのが一

つあります。 

 もう一つは、カスタマイズされた機械については、先ほどのロボットの例でいえば、現

行法でいく限り、明らかに150条の４でいえば柵囲い等は事業者責務。メーカー責任という

のは明らかですが、問題は、そういう本体は残っていたらしっかりしているわけです。た

だ、周りのところでいろいろ問題があるので、そうしたときにこういう柵などがこんなに

なってしまっているよというような類似災害で起きそうなものを何らかの形で情報として、

特定の企業はここというのではなくて、広く一般の情報として公開する、あるいはＥタイ

プの機械もそうですけれども、法違反ではないのだけれども、こうやった方が好ましいね

という情報を推奨する形で流すということは必要なのではないかというのが２番目です。 

 ３番目は、何回もこういうときに議論になるのですけれども、とにかく責任追及ではな
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くて再発防止、できれば未然防止。そちらにベクトルが向いた方策が必要なのだというこ

とを共通認識にしていくということが重要なのかなと思います。公表して、だめだこれは

というのは最後の手段で、やはり一番言いたいのは、まず設計・製造段階で未然防止をき

ちっとやって、それでも今忙しい、設計者が本当に真剣にやらなければどうしても見落と

してしまうというのだけは再発防止。でも、中にはとんでもない悪質があるけれども、そ

こは公表というめり張りのついた方策が必要なのかなと。そういうように皆様の御意見を

伺っていて感じた次第です。 

○土橋座長 ほかに御意見ございますか。 

 どうぞ。 

○角田委員 電動工具の関係でお話しさせていただきたいと思います。 

 電動工具は一般的に手持ち型のものとか定置型のもの、工場で使うものと一般の家庭で

使うようなものといろいろあるのですけれども、その中で法律的には電気用品安全法にも

構造規格があったりとか、あとこれ以外にＤ－１、Ｄ－２に出てくるような労働安全衛生

法の覆いの範囲、可動部の覆いとかも試さなければいけないというのがあって、電動工具

を設計する上において非常に曖昧な部分、労働安全衛生法なども覆いの範囲などは非常に

曖昧な部分が多くて、どこまで覆えばいいのかとかがよく労基署さんと見解が分かれたり

するところがありまして、設計側としては安全だと考えてカバーをつけたりしているので

すが、それでは不十分だとかということも多々ございますので、そこについては構造規格

等で明確に規定すべきではないか。何ミリ以上あいているとだめだとか、そういうことを

決めていって、誰が判断しても判断は変わらないということのシステムの整備をやってい

ただいたほうがいいのではないかとメーカー側としては思っております。 

 具体的な内容については工業会に持ち帰って、どういうように工業会としてできるかと

いうのは考えたいと思うのですけれども、規定の制度化というのはお考えいただきたいと

思います。 

○野呂委員 ユーザーとしては、安全についてカスタマイズしなくて済むのが一番ですけ

れども、どうしても弊社の安全規定がありまして、その中では両手スイッチにするだとか、

保護具、カバー関係だとかインターロックだとか、そういったものが一応標準装備になっ

ていますので、そこら辺は普通の機械を買ってきてもそういった仕様にしてしまうという

流れがありますので、それは全部価格の中に含まれて、それでオーケーだったら、それは

一番理想ですけれども、なかなかコストの面もありますし、難しいものはあるのです。本

来、そういった加工をしなくてもいいというのが一番私どもの希望するところです。 

○角田委員 電動工具といいますと、先ほどもお話ししましたけれども、いろんな種類の

ものがございまして、工場で使うことを前提につくっているものだけではないので、そこ

のところがはっきりしないというのが一番の問題なのではないかと思っておりますので、

工場で使うものについては、ここは間違いなくやらなければいけないとか、インターロッ

クとかのお話もありましたけれども、構造規格とかJISだとか、そういうところで規定して、
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間違いなく技術基準に合ったものをお出しできるようにしていったほうがいいのではない

かと思っております。 

○石坂委員 事細かに寸法まで決めるという構造規格でなくても、いわゆる機械安全の国

際標準にのっとった規格の中のＣ規格レベルで安全規格をきちんとそろえるということが

必要なのだと思うのです。そうすると、Ｃ規格にのっとってつくる。どんどんいろんな製

品も出てきますから。余り寸法まで決めた構造規格にしますと、どんどん改定しなければ

いけなくてとても追いつかなくなる。やはりＣ規格で対応可能なところで考え方をしっか

りそこの中に入れた規格にして、その考え方にのっとって設計していただくということで

ないと難しいかなという気がします。 

○角田委員 おっしゃるとおりだと思いますので、何らかの基準にのっとってつくるとい

うことに関しては御検討いただければと思っています。 

○福田委員 済みません、今の話を聞いていて思ったのですが、こういうことは日本の場

合可能ですか。例えば電動工具工業会さんが自主的に規格をつくられて、ある意味ではそ

れをオーソライズするとは言わないのですけれども、厚生労働省さんはそれでやったらい

いねと認めていく。国に構造規格をつくってくださいと言ったら、もう多分お手上げだと

思うのです。むしろそれでどんどんつくっていく。あるいはそのうち特に重要だと思うの

はJISに提案してくる、そういうようにしてこられるというのが一つのやり方かなと。 

○石坂委員 JISに登録してもらえばいいと思うのです。 

○角田委員 例えばJISに認定されていないような国際規格にあるような規格は、それを採

用して使っていくとか、そういうことはこれから検討してまいりたいと思います。 

○小平委員 先ほどのリスクアセスメントのところでいろいろ出ていて、やはり地方の軸

で普及を図るものもあるし、あともう一つは、我々が協力していく手がありまして、とい

うのは、必ず例えば上流のメーカーは何かを次のプレーヤーに渡すわけですね。そのとき

に、ともかく最後まで行き着くようなキットがあって、要するに本来は出すものは残留リ

スクを提示するし、もらったものはそれを使って自分たちでつくるシステムでリスクアセ

スメントするのが基本的なマナーだということをまずしっかりする。ともかくそれは最後

まで行けと、上流側は必ずそういうように渡して、きちっと伝言ゲームを最後までするよ

うな格好にすれば、基本的にはどこかから最初の機材を買ってくるわけですから、しばら

くは各メーカーに協力を得るような方法は多分あると思うのです。それプラス、各地域の

フォローなり工業会のフォローなりという格好にしていくような努力をしなければ、多分

行き着かないと思います。 

○石坂委員 それに関連しますと、中小企業が入れる設備というのは自動車工業会で入れ

るような大型のラインとか、そういう設備ではなくて、２つ、３つの組み合わせまでがせ

いぜいのような機械ですから、統合生産システムという言葉を使うまでもないレベルのス

タンドアローンに近い設備。ただ、大手のメーカーの製造現場でもまだまだなのは、設備

指針を決めるのは生産技術部門ですね。ユーザーは製造部門です。だから、生産技術部門
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というのは自分でやらないケースも多いけれども、外部を使ったりしますけれども、いろ

んな設備を個別、道具としてのツールとしての単独の機械を調達して、その単独の機械に

関しては、要するに残留リスク情報は提供するようにという制度になりましたから、もら

うにしても組み上げた設備としてのリスクはどうなのかということ。例えばロボットなど

を複合、組み合わせると、そこのところで当然新たなリスクが生じます。危険事象も起こ

ります。そういうことを統合生産システムとしてのリスクアセスメント、リスク低減策を

やらなければいけない。 

 それは製造部門の人はやらないわけです。だから、ここのユーザーというときに、事業

場と言ってしまってユーザーと言うと、事業場の中の最終ユーザーは製造部門。だけれど

も、設備を決めるのは生産技術部門。そうすると、生産技術部門のレベルが上がらないと

大手においては設備安全のレベルが上がらない。例えばトヨタさんのように、生産技術部

門の人たちが設備の本質安全化あるいは全体としてのリスクアセスメントをやって、いろ

んな施策を打って、そして製造部門に引き渡す。最終的な譲渡者というのは生産技術部門

になるわけです。だから、そういう組織構造の大手においてはそういう課題があって、そ

このところの普及もやらなければいけない。今回の回収・改善命令の話とは距離のある話

ですが、そういうことがあります。 

○土橋座長 ほかにいかがでしょうか。全体を通してということで結構ですが、どうぞ。 

○石坂委員 一つだけ済みません。論点２の２－１の下から２番目、回収・改善費用の負

担は、誰が行うべきか。再三、私が申し上げているように、中小のメーカーに言うと潰れ

てしまうという問題にもかかわるのですが、誰が行うべきか。非常に突き放した言い方を

すれば、受益者が負担すべきだと。では、受益者というのは個々のケースで誰になるのか

非常に難しいです。この議論もちょっと深掘りして議論していかないと難しいなと思いま

す。潰れようが潰れないが筋論だと割り切ってしまうやり方もあります。そのように思い

ました。 

○土橋座長 他にいかがでしょうか。 

 一通りいろいろ御意見いただきまして、まずは論点について皆さんに認識をいただいた

と思います。事務局側で今日いろいろ意見が出ましたのでまとめていただきまして、次回

以降、さらに検討を深めるということになろうかと思います。 

 よろしければ、今後につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○高橋副主任中央産業安全専門官 いろいろな御意見の御教示、ありがとうございました。 

 次回の検討会につきましては、改めて御案内いたしますけれども、９月３日の火曜日、

10～12時までを予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次回は、本日、各委員から出された御意見等につきまして事務局で検討しまして、引き

続き論点整理を行うとともに、報告書骨子案のようなものをお示しできたらと思っており

ます。 

 本日は御審議ありがとうございました。 



 

28 

 

 以上で閉会させていただきます。 


